
埼玉県企業局建設工事請負等の特定調達契約に係る一般競争入札執行要領 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、県が締結する次に掲げる契約のうち、地方公共団体の物品等又は特

 定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」と

 いう。）の規定が適用されるもの（以下「対象契約」という。）に係る一般競争入札を

 公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。 

  一 建設工事の請負の契約 

 二 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務（以下「設計・調査・測量」という。）

  の委託の契約 

（定義） 

第２条 この要領において「一連の調達契約」とは、特例政令第２条第６号に規定する一

 連の調達契約をいう。 

（契約方法の制限） 

第３条 対象契約は、指名競争入札の方法により締結することができない。 

 

第２章 入札執行前の手続 

（公告） 

第４条 対象契約に係る一般競争入札を実施するときは、次に掲げる事項を郵便による入

 札書の提出期限の日の前日から起算して４０日前（一連の調達契約のうち最初の契約以

 外の契約に係る入札においては２４日前）までに公告するものとする。 

  一 政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）の適用を受ける調達について、一

  般競争入札を実施する旨 

 二 入札の対象となる建設工事等（建設工事及び設計・調査・測量を総称する。以下同

  じ。）について次に掲げる事項 

    ア 名称 

  イ  場所（建設工事に限る） 

  ウ 主な内容 

  エ 使用する主要な資機材 （建設工事に限る） 

  オ 履行期限 

 三 入札説明書の交付について次に掲げる事項 

  ア 方法 

  イ  有償無償の別及び有償のときにあってはその金額 

  ウ 期間 

  エ 場所 

 四 入札に参加する者に必要な資格について次に掲げる事項 

  ア 入札に参加することができる者は、当該入札について入札参加資格の認定（以下

   「認定」という。）を受けた者に限る旨 

  イ 認定を受ける者に必要な条件（以下「認定要件」という。） 

  ウ 認定申請について次に掲げる事項 

  （ア）方法 

  （イ）期間 

  （ウ）場所 

  エ 認定を受けた者（以下「被認定者」という。）であっても、入札期日において認

   定要件を満たしていない者は、入札に参加する資格を有しない旨  

 五 入札保証金について次に掲げる事項 

  ア 率 

  イ 担保として提供することにより入札保証金の納付に代えることができる有価証券



   及びその価値 

  ウ 免除の要件 

 六 入札書の提出について次に掲げる事項 

  ア 郵便による場合について次に掲げる事項 

  （ア）方法 

  （イ）期限 

  （ウ）送付先 

  イ 郵便によらない場合について次に掲げる事項 

    （ア）方法 

  （イ）入札期日及び時刻 

  （ウ）場所 

 七 無効とされる入札 

 八 落札者の決定の方法 

 九 契約保証金について次に掲げる事項 

    ア 率 

  イ 担保として提供することにより契約保証金の納付に代えることができる有価証券

   及びその価値 

  ウ 免除の要件 

 十 契約書の作成を要する旨 

 十一 削除 

 十二 手続において使用する言語及び通貨 

 十三 手続において政府調達に関する協定第１４条の交渉を行わない旨 

 十四 当該契約の事務を所掌する課所（以下「発注機関」という。）等の名称及び所在

   地 

 十五 当該入札により締結する契約が一連の調達契約の一である場合にあっては、次に

   掲げる事項 

  ア 当該一連の調達契約のうち、当該入札による契約の締結後において締結が予定さ

   れる契約について次に掲げる事項 

  （ア）目的となる建設工事等の名称 

  （イ）入札公告の予定時期 

  イ 当該一連の調達契約のうち、最初の契約に係る入札公告の日 

 十六 詳細については、入札説明書に記載するところによる旨 

 十七 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項の規定により公告すべき事項のうち、次に掲げる事項については、公告に日本語

 とともに英語による記載をしなければならない。 

 一 入札の対象となる建設工事等の名称 

 二 認定申請の期限 

 三 郵便による入札書の提出期限 

 四 入札期日及び時刻 

 五 発注機関等の名称及び所在地 

３ 第１項の規定にかかわらず、急を要する場合においては、公告は、郵便による入札書

 の提出期限の日の前日から起算して１０日前までに行うものとする。 

４ 公告は、埼玉県報に登載することにより行うものとする。 

５ 公告を行ったときは、発注機関及び本庁所管課（本庁において当該契約に関する事務

 を所管する課をいう。）において、公告の内容を掲示するものとする。 

（入札説明書） 

第５条 入札説明書は、認定を受けようとする者の求めにより交付するものとする。 

２ 入札説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、埼玉県企業局建設工事請負等

 の特定調達契約に係る一般競争入札参加者心得（以下「入札参加者心得」という。）を

 添付するものとする。 



 一 入札の対象となる建設工事等について次に掲げる事項 

    ア 前条第１項第２号ア、イ及びオに掲げる事項 

  イ  仕様その他の明細 

 二 入札に参加する者に必要な資格について次に掲げる事項 

  ア 前条第１項第４号に掲げる事項 

  イ 認定申請に必要な書類 

 三 入札説明会の日時及び場所（入札説明会を実施するときに限る。） 

 四 入札保証金について次に掲げる事項 

  ア 前条第１項第５号に掲げる事項 

  イ 納付について次に掲げる事項 

  （ア）方法 

  （イ）必要書類並びにその交付の方法、期間及び場所 

  （ウ）場所 

  ウ 免除申請について次に掲げる事項（申請による免除を行うときに限る） 

    （ア）方法 

  （イ）必要書類 

  （ウ）期間 

  （エ）場所 

 五 入札書の提出について次に掲げる事項 

  ア 前条第１項第６号に掲げる事項 

  イ 必要書類 

 六 開札の日時及び場所 

 七 落札者の決定に係る調査基準価格の設定の有無 

 八 契約保証金について次に掲げる事項 

    ア 前条第１項第９号に掲げる事項 

  イ 納付について次に掲げる事項 

   （ア）方法 

  （イ）必要書類並びにその交付の方法、期間及び場所 

  （ウ）場所 

 九 契約書案及び契約条項 

 十  前条第１項第１号及び第１１号から第１５号までに掲げる事項 

 十一 詳細については、入札参加者心得に定めるところによる旨 

 十二 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

３ 前項の規定にかかわらず、同項第１号イに掲げる事項を記載した説明書を被認定者の

 求めにより交付するときは、当該事項を入札説明書に記載することを要しない。認定申

 請を行った者の求めにより交付するときも同様とする。 

４ 前項の規定により入札説明書に第２項第１号イに掲げる事項を記載しない場合にあっ

 ては、前条第１項の公告において、当該事項を入札説明書に記載せず被認定者又は認定

 申請を行った者の求めにより当該事項を記載した説明書を交付する旨あわせて公告し、

 当該事項に代えて入札説明書に次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。

  一 入札の対象となる建設工事等の概要 

 二 第２項第１号イに掲げる事項を記載した説明書の交付について次に掲げる事項 

  ア 方法 

  イ  有償無償の別及び有償のときにあってはその金額 

  ウ 期間 

  エ 場所 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第６条 対象契約に係る一般競争入札に参加することができる者は、被認定者に限るもの

 とする。 

２ 被認定者であっても、入札期日において認定要件を満たしていない者は、当該入札に



 参加する資格を有しない。 

（認定） 

第７条 認定は、入札に参加しようとする者の申請に基づき行うものとし、当該入札にお

 いてのみ効力を有するものとする。 

２ 認定要件は、次に掲げるものとする。 

 一 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第の規定に該当す 

る者 

  イ 埼玉県公営企業財務規程（昭和３９年公営企業管理規程第５号。以下「財務規 

   程」という。）第１２０条の規定により、埼玉県公営企業管理者及びその委託を受

   けた者が締結する契約の一般競争入札に参加させないこととされた者 

 二 公告日以後に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の

措置を受けている期間がないこと。 
 三 公告日以後に国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入

札参加停止の措置を２回以上受けている期間がないこと。 

四 入札の対象が建設工事であるときにおいて、次のすべてに該当する者であること。

  ア 入札の対象となる建設工事に対応する業種について、建設業法（昭和２４年法律

   第１００号）第３条第１項の規定による許可（以下「建設業許可」という。）を受

   けている者 

  イ 入札の対象となる建設工事に対応する業種について、１年７月前の日以後の日を

   審査基準日とする建設業法第２７条の２３の規定による経営に関する客観的事項に

   ついての審査（以下「経営事項審査」という。）を受けている者 

ウ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金保険、雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）に基づく雇用保険に、事業主として加入している者（様式第３０号）。

ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者（様式第

３１号）は、この限りでない。  

エ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある者でないこと。 

 五 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の規定による登録（以下「測

  量業者登録」という。）を受けていること。（入札の対象が測量業務であるときに限

  る。）  

 六 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録（以下 

  「建築士事務所登録」という。）を受けていること。（入札の対象が建築関連コンサ

  ルタント業務であるときに限る。） 

 七 認定申請に当たり提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

３ 前項に定めるもののほか、適正な契約履行を確保するため必要があるときは、次に掲

 げる事項について認定要件を定めることができる。 

 一 入札の対象となる建設工事に対応する業種についての１年７月前の日以後の日を審

  査基準日とする経営事項審査の総合評定値（入札の対象が建設工事であるときに限 

る）  

二 建設工事等の施工又は施行実績 

 三 入札の対象となる建設工事等に配置する予定の技術者の資格及び実務経験 

 四 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

４ 認定申請に当たり提出すべき書類は、一般競争入札参加資格認定申請書（様式第１ 

 号）及び次に掲げるものとする。 

 一 身分（元）証明書及び後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人

  とする記録がないことの証明書（被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録され

  ている事項の証明書）（発行後３か月以内のもの。個人に限る。） 

 二 住民票の写し（発行後３か月以内のもの。個人に限る。） 



 三 登記簿謄本（発行後３か月以内のもの。法人に限る。） 

 四 建設業許可の通知書の写し又は証明書（入札の対象が建設工事であるときに限  

  る。） 

 五 経営事項審査結果通知書（１年７月前の日以後の日を審査基準日とするもの）の写

  し（入札の対象が建設工事であるときに限る。） 

 六 建設業の許可を受けた営業所表（様式第２号。入札の対象が建設工事であるときに

  限る。） 

 七 測量業者登録の通知書の写し又は証明書（入札の対象が測量業務であるときに限 

  る。） 

 八 建築士事務所登録の通知書の写し又は証明書（入札の対象が建築関連コンサルタン

  ト業務であるときに限る。） 

 九 営業所表（様式第３号。入札の対象が設計・調査・測量であるときに限る。） 

 十 委任状（様式第４号。当該契約において代理人を置く場合に限る。） 

 十一 前各号に掲げるもののほか必要な書類 

５ 認定に当たっては、申請者が申請日において認定要件を満たしているか否かを審査

し、 

 その結果を申請者に通知（認定したときにあっては様式第５号。認定をしなかったとき

 にあっては様式第６号。）するとともに、被認定者の氏名及び住所を記載した名簿を作

 成するものとする。 

６ 申請日において認定要件を満たしていると認められる者であって、入札期日において

 は認定要件を満たさないこととなるおそれのある者について認定をするときは、入札期

 日において認定要件を満たしていることを証する書類の入札書提出時の提出を当該申請

 者に義務付けることができるものとする。 

７ 前項の規定により申請者に入札書提出時の書類の提出を義務付けたときは、第５項の

 通知において、あわせて当該義務付けについて通知するものとする。 

８ 認定に当たり、入札期日までに第５項の審査を終了することができないおそれがある

 と認められるときは、あらかじめ、その旨を申請者に書面により通知するものとする。

９ 被認定者が認定申請の日に認定要件を満たしていなかったことが明らかとなったとき

 又は入札期日に認定要件を満たさないこととなることが確定したときは、当該認定を取

 り消すものとする。 

１０ 前項により認定を取り消したときは、取消の対象となった者に対してその旨及びその

 理由を通知（様式第７号）するとともに、当該取消の対象となった者を第５項の名簿か

 ら抹消するものとする。 

（特定建設工事共同企業体） 

第８条 対象契約に係る一般競争入札のうち、入札の対象が建設工事であるものにおい

て、 当該建設工事の規模及び性格により、適正、円滑かつ確実な施工のため必要がある

と認 められるときは、特定建設工事共同企業体を認定の対象とするものとする。 

２ 前項の規定は、特定建設工事共同企業体を認定の対象とした入札において、同時に個

 人又は法人を認定の対象とすることを妨げるものではない。 

３ 特定建設工事共同企業体の認定要件は、次に掲げるものとする。 

 一 構成員が３以内であること。 

 二 代表構成員の出資比率が構成員中最大であること。 

 三 全構成員が次の各号のすべてに該当する者であること。 

  ア 出資比率が、構成員が２のときにあっては３０パーセント以上、構成員が３のと

   きにあっては２０パーセント以上である者 

  イ 当該入札において、認定の申請をし又は他の特定建設工事共同企業体の構成員と

   なっていない者 

  ウ 前条第２項第１号から第３号までに掲げる要件をすべて満たしている者 

 四 前条第２項第6号の要件を満たすこと。 

４ 前項に定めるもののほか、特定建設工事共同企業体の認定において、適正な契約履行



 を確保するため必要があるときは、次に掲げる事項について認定要件を定めることがで

 きる。 

 一 構成員についての前条第３項第１号から第３号までに掲げる事項 

 二 前号に掲げるもののほか必要な事項 

５ 特定建設工事共同企業体の認定申請に当たり提出すべき書類は、一般競争入札参加資

 格認定申請書（様式第８号）及び次に掲げるものとする。  

 一 特定建設工事共同企業体協定書（様式第９号） 

 二 全構成員に係る前条第４項第１号から第６号まで及び第１０号に掲げる書類 

 三 前各号に掲げるもののほか必要な書類 

６ 前条第２項から第４項までの規定は、特定建設工事共同企業体の認定については、適

 用しない。 

（入札説明会の実施等） 

第９条 発注機関の長は、被認定者に入札の対象となる建設工事等の仕様その他入札に参

 加するに当たり必要な事項を熟知させるため、入札説明会の実施等必要な措置を講じな

 ければならない。 

２ 被認定者からの当該入札に関する質問及びそれに対する回答は、被認定者全員に周知

 するものとする。 

（入札保証金） 

第１０条 財務規程第１２３条第２項第２号に掲げる場合に行う入札保証金の免除は、免

 除を希望する者の申請に基づき行うものとする。 

２ 入札保証金の免除申請に当たり提出すべき書類は、入札保証金免除申請書（個人及び

 法人にあっては様式第１０号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１１号）及び

 必要な書類とする。 

３ 免除決定に当たっては、財務規程第１２３条第２項第２号に掲げる場合に該当するか

 否かを審査し、その結果を申請者に通知（免除をするときにあっては様式第１２号。免

 除をしないときにあっては様式第１３号。）するものとする。 

４ 前各項に定めるもののほか、入札保証金について必要な事項は、財務規程に定めると

 ころによる。 

 

第３章 入札の執行 

（入札の取りやめ等） 

第１１条 対象契約にかかる一般競争入札において、妨害、不正行為、被認定者の連合そ

 の他入札を公正に執行することができない事由を生じ又は生じるおそれがあると認めら

 れるときは、入札期日を延期し又は入札を取りやめることができる。 

２ 前項の規定により入札期日を延期し又は入札を取りやめたときは、次に掲げる事項に 

ついて、公示するとともに被認定者に書面により通知しなければならない。 

 一 入札期日を延期したときは、その旨及び変更後の入札期日、時刻その他公告した内

  容から変更のあった事項 

 二 入札を取りやめたときは、その旨 

３ 第４条第４項及び第５項の規定は、前項の公示について準用する。 

（入札執行者等） 

第１２条 入札執行者は、執行伺の決裁区分による決裁権者が指定した者とする。 

２ 入札執行者は、入札を執行するに当たって、発注機関の職員に補助をさせることがで

 きる。 

（入札執行の準備） 

第１３条 入札執行者は、入札場所として入札の執行が適正に行われるような場所を選定

 するとともに、入札執行者側と入札参加者側の配置について十分配慮するものとする。

２ 入札執行者は、入札執行に先立ち、予定価格調書の封書、くじその他入札執行に必要

 な物を準備しなければならない。 

（入札執行の開始） 



第１４条 入札執行者は、入札期日において、あらかじめ通知した時刻になったとき、開

 始を告げ、順次入札参加者（当該入札期日における入札の権限を有する者であって、入

 札書を提出するために入札場所に入室する者をいう。以下同じ。）及び入札立会者（被

 認定者から当該入札期日において入札執行に立ち会う者として指定された者（ 特定建

 設工事共同企業体にあっては、構成員から指定された者）であって、立会いのために入 

札場所に入室する者をいう。以下同じ。）を入札場所に入室させ、入札の対象となる建 

設工事等の名称及び被認定者名を読み上げ、一般競争入札参加資格認定通知書を提示さ 

せることにより確認を行うものとする。 

２ 入札執行者は、前項の確認に引き続き、次に掲げる書類を提出させ、確認するものと

 する。 

 一 入札・見積委任状（様式第１４号。当該入札期日における入札の権限を委任された

  者が入札をしようとするときに限る。） 

 二 入札立会者届出書（様式第１５号。入札立会者として入札場所に入室した者がいる

  ときに限る。） 

 三 前各号に掲げるもののほか必要な書類 

３ 入札場所に入室することができる者は、入札参加者等（入札参加者及び入札立会者を 

総称する。以下同じ。）及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者とし、入札参加者等に 

ついては被認定者それぞれにつき１人（特定建設工事共同企業体にあっては、構成員そ 

れぞれにつき１人）までとする。 

４ 第１項及び第２項の確認が終了した後の入札場所への入室は認めないものとする。 

５ 入札参加者等及び入札傍聴希望者受付簿に記入した者の入札執行途中での退室は認め

 ないものとする。 

（入札書等の提出） 

第１５条 入札執行者は、入札参加者に次に掲げる事項を周知した後、入札書（個人及び

 法人にあっては様式第１６号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１７号）に必

 要事項を記載させ、封書にして入札箱に投入させるものとする。 

 一 入札書には見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を記載する旨 

 二 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときは、その旨 

 三 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 入札執行者は、前項の入札書の提出のときに、あわせて次に掲げる書類を提出させる

 ものとする。 

 一 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する次に掲げる書

  類 

  ア 入札保証金を納付したとき。 領収書の写し 

  イ 入札保証金に代わる担保を納付したとき。 保管有価証券受領書の写し 

  ウ 入札保証保険契約を締結したとき。 保険証券の写し 

  エ 入札保証金の免除決定を受けたとき。入札保証金免除決定通知書の写し 

 二 入札金額見積内訳書（提出を義務付けたときに限る） 

 三 第７条第６項の規定により、入札書提出時の提出を義務付けた書類 

 四 前各号に掲げるもののほか必要書類 

（郵便による入札書の提出） 

第１６条 対象契約に係る一般競争入札においては、郵便による入札書の提出を認めるも 

のとする。 

２ 郵便による入札書の提出は、封書した入札書（個人及び法人にあっては様式第１６

号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第１７号）及び前条第２項各号に掲げる書類

を表面に入札の対象となる建設工事等の名称及び入札書を在中している旨を朱書した封筒

に同封の上、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により行わせるものとする。 

（入札書の書換等の禁止） 

第１７条 入札執行者は、提出された入札書の書換え、引換え及び撤回をさせてはならな

 い。 



（開札） 

第１８条 開札は、第１５条の規定による書類の提出後直ちに、当該入札場所において、

 入札参加者等の立会いのもとに行わなければならない。  

２ 開札のとき、入札者の中に当該入札者に係る入札参加者等が入札場所にいない者があ

 るときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

３ 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書の封書を開封し、その適否の審査を行

 わなければならない。 

４ 入札執行者は、入札書を入札価格順に整理するものとし、予定価格の１１０分の１０

 ０の価格（以下「入札書比較価格」という。）との対比を行わなければならない。 

５ 入札執行者は、落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときは、前項の対比に加え

 て、調査基準価格の１１０分の１００の価格との対比を行わなければならない。 

６ 入札執行者は、前３項の審査及び対比に引き続き、入札時提出書類（第１５条第２項

 及び第１６条第２項の規定により提出された書類（ 第１６条第２項の規定により提出

  された書類にあっては、入札書を除く。）をいう。以下同じ。）の審査を行うものと

 する。 

（入札の無効） 

第１９条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

 一 入札に参加する資格のない者がした入札 

 二 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による

  入札 

 三 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達し

  ない者がした入札 

 四 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

 五 他人の代理を兼ねた者がした入札 

 六 ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入

  札 

 七 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札 

 八 明らかに連合によると認められる入札 

 九 入札時提出書類を提出しない者がした入札、所定のものと異なる方法による入札 

  その他入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札 

（開札結果の発表） 

第２０条 開札の結果は、開札終了後、入札価格の低いものから順次その入札者名及び入

 札価格を読み上げることにより発表するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、無効な入札については、その入札価格を発表しないものと

 する。 

（落札者の決定） 

第２１条 入札執行者は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者を

 落札者とする。 

（くじによる落札者の決定） 

第２２条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札が複数あるときは、直ちに当該入札を

 した入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結

 果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。 

２ 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はく 

 じを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる

 ものとする。 

３ 前２項の規定により落札者を決定したときは、落札のくじを引いた者にくじを引いた

 結果落札した旨を当該入札書に記載させ、記名させるものとする。 

（落札者の発表） 

第２３条 入札執行者は、前２条の規定により落札者を決定したときは、当該入札場所に

 おいてその旨を発表する。 



（落札者決定の保留） 

第２４条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、当該調査基準価格の

 １１０分の１００の価格未満の入札（以下「低価格入札」という。）があるときは、入

 札執行者は、第２１条の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、低価格入札につい

 て次の各号の一に該当するものでないかを調査する旨宣言の上、入札執行を終了するも

 のとする。 

 一 当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされな

  いおそれがあると認められる入札 

 二 当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

  って著しく不適当であると認められる入札 

２ 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札（低価格入札以外の入札

 にあっては、最低の価格のものに限る。）の中に同額のものがあるときは、直ちに当該

 入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、そ

 の結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。 

３ 前項のくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者が入札場所にいないとき又はく

 じを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる

 ものとする。 

４ 前項により順位を決定したときは、くじ（低価格入札以外の入札に係るもののうち、

 第２順位以下のものを除く。）を引いた者にくじを引いた旨及びその結果決定した順位

 を当該入札書に記載させ、記名させるものとする。 

５ 前条の規定は、第２項の規定によるくじによる順位の決定について準用する。 

（低価格入札の調査） 

第２５条 当該建設工事等を実施する機関の長は、低価格入札のうち最も入札価格の低い

 ものについて、前条第１項各号の一に該当するものでないかを調査する。 

  調査の結果、該当すると認められないときは、発注機関の長は当該入札をした入札者

 を落札者とする。 

２ 前項の調査により落札者を決定できないときは、次順位の低価格入札について同様の

 調査を行い、以下、落札者が決定するまで順次次順位の低価格入札について調査を行

う。３ すべての低価格入札について前２項の調査を行った後も落札者を決定できないと

き  は、低価格入札以外の入札のうち、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の

入札 （同額の入札が複数あるときは、前条第２項の規定により決定させた順位が最も高

いも の）をした者を落札者とする。 

（再度入札） 

第２６条 入札執行者は、初度入札において落札者がいないときは、再度入札を行うもの

 とする。 

２ 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札におい

 て無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、再度入札を行わないも

 のとする。 

 一 落札者の決定に係る調査基準価格を設けたときであって、初度入札において低価格

  入札があったとき 

 二 再度入札に参加することができる者がないとき。 

４ 再度入札は３回まで行うことができる。 

（初度入札に引き続き行う再度入札） 

第２７条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において

 郵便による入札を行った者がないときに行うものについては、初度入札の開札結果の発

 表後、引き続き再度入札を行う旨宣言の上、当該入札場所において直ちに行うものとす

 る。 

２ 第１５条第１項（同項各号に掲げる事項の周知の部分を除く）、第１７条から第２５

 条まで（第１８条第６項を除く）の規定は、前項の再度入札に準用する。 



（改めて入札期日を設定する再度入札） 

第２８条 再度入札のうち、再度入札に参加することのできる者の中に初度入札において

 郵便による入札を行った者があるときに行うものについては、初度入札の開札結果の発

 表後、別途入札期日を定め再度入札を行う旨宣言の上、入札執行を終了し、改めて、定

 められた入札期日に行うものとする。 

２ 前項の規定により入札執行を終了したときは、入札執行者は、再度入札に参加できる

 者に対して、再度入札に参加するに当たり必要な事項を通知（様式第１８号）するもの

 とする。 

３ 第１項の再度入札は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

 一 妨害、不正行為、被認定者の連合その他再度入札を公正に執行することができない

  事由を生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、再度入札期日を延期し又は

  再度入札を取りやめることができる。 

 二 前項の規定により再度入札期日を延期し又は再度入札を取りやめたときは、再度入

  札に参加できる者に対して書面により通知しなければならない。 

 三 再度入札に参加できる者であって、再度入札期日においては認定要件を満たさない

  こととなるおそれのある者については、再度入札期日において認定要件を満たしてい

  ることを証する書類の入札書提出時の提出を義務付けることができる。 

 四 前号の規定により再度入札に参加できる者に入札書提出時の書類の提出を義務付け

  たときは、第２項の通知において、あわせて当該義務付けについて通知する。 

 五 第１２条から第２５条まで（第１５条第２項中第１号、第２号及び第４号に掲げる

  書類の提出の部分並びに第１６条第２項中第１５条第２項第１号、第２号及び第４号

  に掲げる書類の提出の部分を除く。）の規定を準用する。この場合において、第１５

  条第２項第３号中「第７条第６項の規定により」とあるのは「第２８条第３項第３号

  の規定により」と読み替えるものとする。 

（不調時の取扱い） 

第２９条 対象契約に係る一般競争入札において、再度入札によってもなお落札者がいな

 いときは、改めて公告を行い一般競争入札を実施するものとする。ただし、再度の公告

 による一般競争入札を実施することができないときは、随意契約の方法により契約を締

 結することができる。 

２ 前項ただし書きの規定による随意契約の相手方となることができる者は、再度入札に

 参加したものとする。ただし、再度入札において無効の入札を行った者は、前項ただし

 書きの規定による随意契約の相手方となることができない。 

３ 再度入札において低価格入札がなかったときにおいて、第１項ただし書の規定により

 随意契約の方法による契約の締結を行おうとするときは、再度入札の開札結果の発表に

 引き続き当該入札場所において直ちに、随意契約の相手方となることを希望する者から

 見積書（個人及び法人にあっては様式第１９号。特定建設工事共同企業体にあっては様

 式第２０号）を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたとき

は、 当該見積をした者を契約の相手方とするものとする。 

４ 再度入札において低価格入札があったときにおいて、第２７条第２項及び第２８条第

 ３項第５号の規定により準用する第２５条の規定により落札者を決定できないときに第

 １項ただし書の規定により随意契約の方法による契約の締結を行おうとするときの取扱

 いについては、次の各号に定めるところによるものとする。 

 一 第２７条第２項及び第２８条第３項第５号の規定により準用する第２４条第１項の

  規定による入札執行の終了に当たり、落札者を決定できないときは別に定める期日に

  随意契約の相手方となることを希望する者から見積書の提出を受け見積合わせを行う

  旨宣言する。 

 二 落札者を決定することができなかったときは、随意契約の相手方となることができ

  る者に対して、見積書を提出するに当たり必要な事項を通知（様式第２１号）する。

 三 随意契約の相手方となることを希望する者から見積書（個人及び法人にあっては様

  式第１９号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第２０号）及び見積書提出期日



  における見積権限を委任された者が見積をするときにあっては入札・見積委任状（様

  式第１４号）を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたとき

  は、当該見積をした者を契約の相手方とするものとする。 

 

第４章 入札執行後の手続 

（入札結果等の通知） 

第３０条 対象契約に係る一般競争入札において、落札者を決定したときは、当該落札者

 に対して通知（様式第２２号）するものとする。 

２ 前項の通知が落札者に到達した日から５日以内に当該落札者が契約の締結に応じない

 ときは、落札決定は効力を失う。 

３ 前条第３項及び第４項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を当該契

 約の相手方に通知（様式第２３号）するものとする。 

４ 第１項及び第３項の通知に当たっては、契約書案、約款、設計図書その他契約の締結

 に必要な書類を添付するものとする。 

５ 対象契約に係る一般競争入札において、次の各号の一に該当することとなったとき 

 は、当該入札に係るすべての被認定者（落札者を除く）に対して通知（第１号に該当す 

 るときにあっては様式第２４号。第２号又は第３号に該当するときにあっては様式第２ 

 ５号）するものとする。 

 一 落札者を決定したとき。 

 二 初度入札で低価格入札があったとき。（落札者がないときに限る） 

 三 再度入札によっても落札者がないとき。 

（不落札理由の開示） 

第３１条 対象契約に係る一般競争入札においては、落札者とされなかった入札者からの

 不落札理由の開示の請求に応じるものとする。 

２ 前項の請求に当たり提出すべき書類は、不落札理由開示請求書（個人及び法人にあっ

 ては様式第２６号。特定建設工事共同企業体にあっては様式第２７号）とする。 

３ 第１項の請求があったときは、速やかに、当該請求者が落札者とされなかった理由 

 （当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由）を当

 該請求者に通知（様式第２８号）するものとする。 

（落札者等の公示） 

第３２条 対象契約に係る一般競争入札において、落札者を決定したとき又は第２９条第

 ３項又は第４項の規定により契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算し

 て７２日以内に次に掲げる事項を公示するものとする。 

 一 入札の対象となった建設工事等の名称 

 二 公告日（第２９条第３項又は第４項の規定により契約の相手方を決定したときを除

   く。） 

 三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 

 四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所 

 五 落札金額又は随意契約に係る契約金額 

 六 契約の相手方を決定した手続 

 七 第２９条第３項又は第４項の規定により契約の相手方を決定したときは、再度入札

   によっても落札者がなかったため随意契約の方法によった旨 

 八 発注機関の名称及び所在地 

 九 その他必要な事項 

２ 前項の公示は埼玉県報に登載することにより行うものとする。 

（記録） 

第３３条 対象契約に係る一般競争入札を実施したときは、当該入札に係る記録を作成

（様式第２９号）し、発注機関において保管するものとする。 

２ 第２９条第３項又は第４項の規定により契約の相手方を決定したときは、契約の相手

 方の氏名、契約金額及び再度入札によっても落札者がなかったため随意契約の方法によ



 った旨を前項の記録に付記するものとする。 

第３４条 削除 

（契約の確定） 

第３５条 契約は、公営企業管理者（公営企業管理者から契約締結権限の委任を受けた者

 を含む。）及び契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。 

 

附則 

１ この要領は平成８年５月１日から施行する。 

２ 入札の対象が建築関連コンサルタント業務であるときの第７条の規定の運用について

 は、当分の間、次の各号に定めるところによる。 

 一 第７条第２項の規定にかかわらず、同項第５号に掲げる事項は、認定要件としない

  ことができる。 

 二 前号の規定により第７条第２項第５号に掲げる事項を認定要件としないときは、同

  条第４項の規定にかかわらず、同項第８号に掲げる書類は、認定申請に当たり提出す

  べき書類としない。 
 
附則 
１  この要領は、平成27年10月15日から施行する。   
２ 前項の規定にかかわらず、平成27年10月14日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 
 
附則 
１ この要領は、平成29年４月１日から施行する。   
２ 前項の規定にかかわらず、平成29年３月31日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 
 
附則 
１ この要領は、令和元年10月１日から施行する。   
２ 前項の規定にかかわらず、令和元年９月30日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 
 
附則 
１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。   
２ 前項の規定にかかわらず、令和３年３月31日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 
 
附則 
１ この要領は、令和５年10月20日から施行する。   
２ 前項の規定にかかわらず、令和５年10月19日までに公告したものについては、なお

従前の例による。 


